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2007 年度 越冬手当闘争方針 

越冬手当闘争方針 燃料手当＆寒冷地手当 

はじめに 

  今夏に記録的猛暑が続いたとはいえ、北海道の各産別・単組では９月から越冬手 

 当の交渉が開始されます。昨年の灯油価格状勢は、中東情勢の悪化による原油価格 

の大幅上昇や中国・インド等の経済発展渦中の国々の石油需要の大幅増等により記 

録的な高価格が続きました。灯油１リットル８０円台が長期間継続したのは、１９ 

８２年のオイルショック以来ではないかと思います。 

 今年度の灯油価格状勢は、取り巻く状況としては昨年と大差ありませんが、中東 

情勢や投機筋の動向によっては昨年以上の厳しさになることは間違いありません。 

 従って、越冬手当の中心である灯油価格・燃料手当分については、実勢価格を確 

実に確保することが求められます。加えて、越冬手当の越冬諸費用相当分である寒 

冷地手当分を確保することも必要です。このため、従来にも増して、確かな方針を 

確立し強固な体制をつくりあげて、交渉を進めていく必要があります。 

以下、２００７年度 越冬手当闘争方針について提案いたします。 

１．情勢の基本的な特徴 

（１）昨年の越冬手当の妥結状況 

   昨年の灯油価格は８月末で１リットル８３円、ドラム缶１本１６，６００円と 

高値状態でした。このため、企業は「越冬補助手当」論や「支払能力」論を前面 

に出し労組の主張根拠である実費弁償の原則(ドラム缶１０本確保)を強く否定 

しました。そのため労使交渉もかってないほど厳しいものとなりました。 

   とりわけハイヤー・タクシー関係の労使交渉では規制緩和に起因する厳しさも 

加わり、実費弁償の原則(ドラム缶１０本確保)維持が難しくなってきています。 

   本州からの出先企業の中には、北海道に住む社員だけに燃料手当を支給するの 

は不公平だとして、手当を削減するところも出てきました。 

２００６年の札幌市内平均妥結額は世帯主で１３０，０００円となっています。 

   昨年は、あまりにも異常な灯油価格高騰の影響から実費弁償の原則（１０本確 

保）を大きく割る状態となっており、労働者への負担は大幅な増となっています。 

（２）灯油価格の市況 

今年８月１０日現在の札幌市内灯油価格は、１リットル７９．７３円となり 

昨年比でマイナス３％と若干の下降傾向にあります。 
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しかし、今年の５月からの上昇傾向の中の「ややさげ値」であり、年度内で 

は高値傾向の最中であることは変わりません。灯油は、これから需要期に入る 

ことから、今後値上げ傾向が強まることは確実です。現在の、「ややさげ値」 

の「１リットル７９．７３円」が、冬期間には「１リットル９０円台」に到達 

することも十分予測されます。こうなると家計への影響は甚大です。 

 

（３）灯油の消費量の推移 

    灯油の消費量は、価格により大きく変動します。 

従前は２０００リットルを消費する時期もありましたが、最近では価格高騰 

の激しさや、暖冬及び労働者の所得減による節約傾向の強まりなどから消費量 

に低下傾向が強くなっています。 

    札幌市内の世帯当り年間消費量は１，７３２リットル（２００５年度）と 

北海道内では少な目と見られますが、マンション等の集合世帯消費量を除外 

し、戸建世帯のみを集計した場合は、１，９００リットル弱（２００５年度） 

を消費するものとなっており、全道平均を上回る消費量となっています。 

（北海道消費者協会調査 ２００５年度は「２００４年４月～２００５年３月の 

期間」、２００６年度は、２００７年９月に発表予定） 

 

1 世帯当たり年間灯油消費量（札幌地域）  

年 年間灯油消費量 年 年間灯油消費量 

１９９８ １,７７１㍑ ２００２ １,８１９㍑ 

１９９９ １,７４４㍑ ２００３ １,７０９㍑ 

２０００ １,８４２㍑ ２００４ １,７０９㍑ 

２００１ １,６７８㍑ ２００５ １,７３２㍑ 

  

       2005 年度 地域別灯油価格消費量（年間）全道平均 1,739 ㍑ 

道 央 １,７３５㍑ 道 北     １,７７５㍑ 

道 南 １,３５３㍑ 道 東     １,７６７㍑ 

                   

         2005 年度 家屋形態別 灯油年間消費量 

戸建世帯 １，８５４㍑ 集合世帯 ９６３㍑ 全世帯 １，７３９㍑ 

 

         2005 年度 戸建世帯 灯油年間消費量  全道平均 1,861 ㍑ 

道 央 １，８８４㍑ 道 北 １，８６６㍑ 

道 南 １，４０８㍑ 道 東 １，８３８㍑ 

    核家族化、夫婦共稼ぎ世帯が増えて、昼間の消費が減り、家屋の耐寒構造の 

進歩などが灯油消費量減の要因として指摘されますが、実勢消費は戸建世帯に 
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於いてピーク時の 10％程度の減に止まっています。 

    昨今の暖房用エネルギーは灯油に加え、電気に依存する傾向も強くなりつつ 

あります。電気コタツ、電気毛布及び電気オイルヒーター等補助暖房機器の使 

用が普及しおり、生計費における暖房費構成が変化しています。 

 従って、灯油消費量の減少を理由とした越冬手当の切り下げは家計負担を更 

に増大させることから、方針設定においては、灯油ドラム缶１０本分の支給を 

念頭に積算してまいります。 

  

２．闘いの基本的な方針 

（１)実費弁償の原則 

   多くの会社は従来、「越冬補助手当」論（越冬経費は一部補助のみとする考え） 

を主張しています。灯油価格が安い時は、「越冬補助手当」論は表面化しません 

が、本年のように灯油価格が高くなると「越冬補助手当」論や「支払能力」論を 

前面に出し「灯油の本数減らし」を強く主張してきます。 

要求時に組合の根拠を正しく伝えることができなければ、会社主張のままで支 

  給されてしまいがちです。組合として「実費弁償の原則」をきちんと主張し、必 

ずドラム缶１０本分（２０００リットル）を念頭に要求総額を積算し主張するこ 

とが必要です。年末から年始にかけて灯油価格は必ず高騰します。市内実勢価格 

にスライドさせる方式も検討する必要があります。 

   北海道の越冬手当支給の制度は戦前から北海道の厳しい冬を越すための施策 

  として定着し、労使双方とも厳守することを慣行としてきたものです。この施策 

  厳守の慣行が崩れると、労働力再生産の根拠である労働意欲の減退に繋がり、加 

えて労働者への経済的負担は著しく増加するものとなります。 

 

■ 会社の主張する「越冬補助手当」論 

① 賃金の低い時代に負担軽減の意味で越冬手当を支給してきたものであり 

近年の賃金水準の改善により、越冬手当としての使命は終わっている。 

 

② 原油値上げなどの海外要因による燃料の高騰の責任を個々の企業が負担し 

なければならない理由はない。 

 

③ 寒冷地手当については、毎月の賃金などに含めて支給するものであり、燃 

料手当と別枠で支給するものではない。 
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④ エネルギーの省力化は、労使共に協力すべき国策であり、灯油支給本数を 

   減らすことに合理性はある。 

 

⑤ 北海道に住む者のみに限定して手当を支給するのは不公平である。 

本州ではクーラーが普及しているが暑さのための手当は支給されていない。 

特に最近は地球温暖化の影響で猛暑が続き、熱中症を原因とした死亡例も見 

られるが、それでも本州企業にはクーラー手当等の制度を設置する例はない。 

電気も含む家庭でのエネルギー消費量は北海道も本州も変わらない。 

これらの支給は企業の支払能力の範囲内で決定すべきである。 

 

■ 組合の主張する「実費弁償の原則」 

① 賃金水準が停滞又は下降するなかで、灯油価格及び越冬諸費用は、確実に 
上昇しており、大きな家計負担となっている。 

 
② 石炭手当の時代から続く現物支給・実費弁償の考え方に基づく越冬費用施 

策は、北海道社会に定着した生活保障のための慣行であり、労使双方が企業 
負担によるものであるとして確認した常識である。したがって、灯油価格の 
上げ下げに関係なく必要実費は確保されねばならない。 

 
③ 暖房用ストーブの償却代金や掃除代金も含めて、越冬に要する諸設備の費 

用は北海道特有の必要経費であり燃料手当と別枠の寒冷地手当として支給す 
ることは至極当然である。 

 
④ エネルギーの省力化は総合的な対策が必要である。 

労働者は家計への負担軽減も踏まえ、日常より節約に努めている。 
 

⑤ 北海道の寒さと本州の暑さを、肉体的苦痛を基点に比較することは議論の 
   主旨に合致しない。北海道に「暖房」が必要なことは誰しも認める事である。 

議論・争点の主旨は「暖房」に要する経費が、果たして基準内給与として 
季節的に付加されることが、社会的合理性を有するかどうかである。組合は歴 
史的に企業の人事雇用政策の中で、暖房経費は企業負担とするが確認されてい 
るが、今その内容を変更する理由も環境にもないということを主張している。 
 

以上のことをふまえて組合は越冬手当について実費弁償の原則と会社全額負担 

の原則を強く主張し、会社の越冬補助論を突破していきましょう。 
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（２）生活実態に基づいた「寒冷地手当」の制度化を 

    越冬手当は冬を越すに足りるだけの手当でなければなりません。 

    燃料手当のみでは冬を越すことは出来ません。どうしても「寒冷地手当」の 

必要性を認めることが重要です。 

    現在どちらかと言えば守りの闘いになりがちであり、しかも灯油価格の暴騰 

で、燃料手当の実費確保で精一杯の状況であり、厳しいものありますが、この 

寒冷地手当の闘いを攻勢に転じさせることが燃料手当ての確実な確保にもつ 

ながっていきます。 

    どうしても寒冷地手当の制度化が難しいところは、「燃料手当+α」として要 

   求を組み立てる工夫が必要です。 

    越冬諸設備、費用の実態については、標準的モデル世帯の越冬諸費用（スト 

ーブ、煙突、衣料、靴、除雪器具などの合算）を検証した場合、約２００，０ 

００円程度となります。また、暖房設備に関する費用（ストーブの購買、掃除 

など）だけでも、７０,０００円ほどを要しています。 

最近、玄関前に「埋設型融雪機」「ロードヒーティング」等を設置する世帯 

が増えています。価格は５０万円から１００万円が一般的となっています。 

    これらの他、教育費として義務教育課程において子供のスキー実習に要する 

費用が挙げられます。２０，０００円から３０，０００円が一般的とされます 

が、スキーウェアー、スキー靴も含め年間の必要経費として計上されるのが通 

常です。 

  

３．具体的な要求と闘いの進め方 

 

■手当の呼称 

越冬手当は燃料手当と寒冷地手当の総称です。 

企業により呼称は「暖房手当」、「寒冷地手当（燃料手当含）」及び「燃料手当（寒 

冷地手当含）」等様々です。 

 札幌地区連合は「越冬手当＝燃料手当＋寒冷地手当」を要求方針とします。 

 

（１）世帯主は灯油実勢価格のドラム缶１０本分を要求とします 

  ドラム缶１本は２０００リットルです。 

  灯油 1 リットルを９０円とする場合１８０,０００円（９０円×２０００リット 

ル）を具体的要求価格とします。  
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●今年の越冬手当要求は下記の通りとします。   

  

 越冬手当 

     燃 料 手 当  灯油実勢価格のドラム缶１０本分【２０００リットル】 

            （灯油 1 リットル９０円＝１８０,０００円）  

     寒冷地手当  ５０,０００円以上 

 

  燃料手当ドラム缶１０本分に寒冷地手当５０，０００円以上を含めて越冬手当を 

方針とします。 

  寒冷地手当制度のないところは、制度化をめざすこととします。 

  制度化が困難な場合は燃料手当ドラム缶１０本分に越冬諸設備・費用分として 

５０，０００円以上を上乗せし要求金額とします。 

 

  なお、現在の灯油価格市況は、札幌市内で１リットル当たり７９．７３円前後（８ 

月１０日現在）ですが、今後、需要期に入り、１リットル８５円以上の突破が十分 

に予測されます。灯油の実勢価格を判断して、最低でも１リットル８５円から９０ 

円を確保していきます。 

 

妥結後に大幅な値上げとなった場合は、その差額分の保障も確認します。 

また、会社によっては共同購入価格を基準価格とする例がありますが、これは、 

各人の工夫によるものであり、会社が共同購入制度を設定し利益配分を担保しない 

かぎり、あくまでも実勢価格を主張していきます。 

 

灯油価格の暴騰により、燃料手当の支給額も数年前と比較し大幅な引上げとなり 

ます。会社によっては従来続いていた「実費弁償の原則」を否定するため、越冬補 

助論を強く主張してきます。組合としては、「実費弁償の原則」と「会社全額負担 

の社会慣行」を強く主張して粘り強く交渉を進めることが必要です。 

これまでの労使交渉によって「実費弁償の原則」や「燃料手当＝ドラム缶１０本 

分確保」等が労働協約（協定）化されている場合、会社が経費負担軽減を目的とし 

て、協議なしに協約の破棄通告をすること、もしくは就業規則変更などにより不支 

給を制度化することは、労組法違反・不当労働行為に該当します。 

労働協約・就業規則等に明文化されていなくても、いままでの慣行により実費支 

給やドラム缶１０本の支給が続いている場合、慣行を一方的に無視して本数を削減 

することも不利益変更となり、法的手段による争いの中で原状回復とすることがで 

きます。 
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■地場企業と本州企業（出先事業所）、企業規模別の支給状況  

 越冬手当は大企業より、地場中小企業の支給額のほうが高いというのが一般的です。 

昨年、大企業ではさらに支給額を減額してきています。 

 札幌商工会議所の昨年の支給額調査でも、大企業は世帯主１０３，７９３円（昨年 

比１３．８％減額）、地場中小企業では１２４，２１２円（昨年比１０．２％増額） 

となっています。地場企業の場合、戦前から厳しい冬を越すための費用を会社が負担 

するのが当然とされ、現在では慣行として定着していることが背景にあるためと考え 

ます。 

逆に本州企業の出先事業所の一部には、燃料手当制度がない企業も見られます。 

これらのことから、今年の交渉時には本州企業の出先事業所において、猛省の中の 

熱中症による死亡例と本州のクーラー手当不存在や、北海道特有の燃料手当支給の不 

公平を強く主張し、支給内容の減額や制度廃止を提案することが予測されます。 

組合は、北海道・積雪寒冷地の生活実態を正確に伝え、越冬手当の生活上の必要制 

と社会的合理性を強く主張し、本州企業の出先事業所で、未だ越冬手当（燃料手当と 

寒冷地手当）の支給制度がないところは、必ず支給制度を確立させることとします。 

 北海道の方言で「しばれる」と表現される世界有数の冬期寒冷の厳しさ、豪雪との 

闘い、そしてこれに伴う費用の膨大な支出等、北海道に住む者が必ず直面する冬期間 

の生存をかけた厳しい現実を本州・本社の経営陣に理解させることが必要です。 

 

■公務員の寒冷地手当について 

公務員の越冬手当は寒冷地手当の名称で、昭和２４年に制定され、暖房用燃料費の 

他に防寒用衣服費、防寒肪雪用住居費、除雪費及び貯蔵野菜の確保などの寒冷諸経費 

の増額分を対象として今日まで支給されているものです。 

 ２００４年度から財政赤字を口実に制度が大幅に改悪されて、支給額を２０１０年 

度まで毎年減額さていきます。札幌市の場合は 定額（寒冷地手当）と燃料実績（燃 

料手当）の組立てとなり、燃料実績の単価はその年の市内灯油価格で決めていきます。  

 

（２）一括支給は当然 

■ 準世帯主は世帯主の３分の２以上、非世帯主は世帯主の３分の１以上です。 

 

■ 妥結時の灯油単価が、その後大幅に上昇（少なくとも５円以上）した場合は 

 差額の支給（あるいは再交渉）を確立させます。 
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■ 寒冷地手当の要求根拠は、前述の通り、越冬諸費用が約２０万円程度を要す 

ること、又は暖房器具では約５万円以上の経費を要することから、寒冷地手当 

として５万円以上の費用分を要求していきます。 

どうしても、寒冷地手当の制度化が難しいところは燃料手当分にその分の 

上積みをさせていきます。 

 

■ 一括支給とします。 

札幌商工会議所の調査でも一括支給は全体の６８．３％（昨年は７４．３％） 

です。支給月は１０月が７３．８％と最も多く、次が１１月の１２．５％です。 

      灯油の異常な値上げで、支給額が増額となり、企業の資金繰りを理由に分割 

支給が増えていますが、一括支給を求めていきます。 

   

要求方針は以上の通りですが、この要求額は国や地方自治体が生活保護世帯に支給 

している冬期間の越冬諸手当と比較し、決して高い金額ではありません。 

 札幌市の生活保護基準によれば標準４人世帯（夫婦と子供２人）に対して支給され 

る冬期間の最低生活費として、２００７年度は２０３，７５０円が冬期加算額（１１

月から３月の５ヶ月間、毎月４０，７５０円）として毎月の生活扶助とは別に、支給 

されています。 

 

（３）税金は企業に負担させよう 

  越冬手当・燃料手当に対しても課税はされます。 

税率は前月の給与額や扶養人数によって違いますが、だいたい６％から１０％の 

 範囲です。税別金額で支給されなければ、必要数量を正確に購入できません。 

従って税金については会社負担を要求し、要求額は税抜き支給額であることを明

確にして交渉することとします。 

 

（４）連携をとって統一行動を 

  越冬手当は業種別の統一闘争が比較的取り組みやすい課題です。 

業種ごとに情報や連絡を密にして統一した闘いを組むように努力します。 

  また、地域的な水準や相場の動向が大きく影響するので、札幌地区連合への情報 

 の集中と問い合わせを緊密にすることが重要です。 

  灯油実勢価格が議論の焦点なりますので、可能な限り実勢価格の情報を収集する 

 ことが求められます。札幌市、道、札幌地区連合に問い合わせをして下さい。 
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灯油価格・全体の状況の問い合わせは 

 

●市内の平均価格は札幌市消費者センター  

０１１－７２８－２１１１    

              

●道内各地の平均価格は北海道環境生活部生活局くらし安全課  

           ０１１－２３１－４１１１（内線２４－１６５） 

 

●連合北海道札幌地区連合  

０１１－２１０－０５０５ 
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資料 1 

札幌商工会議所 調査 

燃料手当支給額の推移 

年度 世 帯 主 前年比 準 世 帯 主 前年比 非 世 帯 主 前年比 

02 93,087   0.0 53,562 △ 4.6 34,394 △ 5.9 

03 103,896   11.6 57,163 1.8 37,824 3.5 

04 97,756 △ 5.9 55,739 △ 2.5 38,139 0.8 

05 115,974  18.6 64,102 15.0 41,034 7.6 

06 122,236    5.4 67,485 5.3 46,464 13.2 

2006 年度 企業規模別にみた燃料手当支給額 

 世 帯 主 準 世 帯 主 非 世 帯 主 

地 場 企 業   １２３，９３０ ６８，２５１ ４７，６７９ 

出 先 企 業 １０５，９８３ ６０，０１３ ３４，６２２ 
５ ０ １ 人 以 上 １０３，７３９ ５９，４３４ ３３，２３７ 

１０１～５００人 １２１，０４２ ６７，９０７ ４１，８４５ 
１ ０ ０ 人 以 下 １２４，２１２ ６８，１４９ ４８，８４７ 

 

基準灯油量 世帯主９．３８本 準世帯主５．４６本 非世帯主３．５６本 

 

２００６年度 業種別の世帯主・支給額 

製造業 １２１，３９２  建設業 １２０，２０２  卸売業 １２２，２６７ 

小売業 １５３，８４４  運輸業・通信・倉庫業 １０４，０７８  

金融・保険・不動産業 １３１，５７０  サービス業 １１５，６９４ 

 

〇支給の有無  

燃料手当を支給する事業所は６６．５％（昨年７１．２％） 

        (地場企業は７４．２％、出先企業は３４．５％) 

〇支給形態 

現金支給・９３．４％、その他・６．６％ 

〇支給方法 

一括支給・６８．３％、分割支給・２７．９％ 

〇支給時期 

１０月支給・７３．８％、１１月支給・１２．５％、９月支給・７．７％、 

１２月支給・２．４％ 
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資料 2 

札幌市内の灯油小売価格推移表 

                             札幌市消費者センター 

                             ℡ ０１１－７２８－２１１１ 

年月日 価格幅 平均価格 対前回比％ 対前年同期比％ 

2006 ４．１０ 

    ５．１０ 

６． ９ 

７ １０ 

７．２５ 

８．１０ 

８．２５ 

９． ８ 

９．２５ 

１０．１０ 

１０．２５ 

１１．１０ 

１１．２４ 

１２． ８ 

１２．２５ 

 ７０～８４円 

７０～８４ 

７１～８４ 

７４～８４ 

７４～８４ 

７６～８９   

７７～９２ 

７５～８９ 

７７～８８ 

７２～８８ 

７２～８８ 

６６～８６ 

６９～８３ 

７０～８６ 

７０～８２ 

 ７６．６３円 

７７．８８ 

７８．０５ 

７８．３１ 

７８．４１ 

８２．２１ 

８２．３１ 

８２．６４ 

８２．７４ 

８０．１０ 

７８．１８ 

７５．７０ 

７５．０４ 

７５．０３ 

７５．０４ 

△１．６ 

１．６ 

０．２ 

０．３ 

０．１ 

４．８ 

０．１ 

０．４ 

０．１ 

△３．２ 

△２．４ 

△３．２ 

△０．９ 

０．０ 

０．０  

２６．５ 

２４．９ 

２５．３ 

２３．９ 

― 

２５．２ 

― 

２２．４ 

― 

１６．９ 

１３．６ 

９．７ 

９．０ 

９．３ 

７．４  

 2007  １．１０ 

    １．２５ 

    ２． ９ 

    ２．２３ 

３． ９ 

３．２３ 

４．１０ 

５．１０ 

６． ８ 

７．１０ 

８．１０ 

９．１０ 

 ７０～８３円 

６８～８２ 

６６～８２ 

６５～７８ 

６５～７８ 

６５～７９ 

６５～７８ 

６３～８１ 

６７～８４ 

７１～８６ 

７１～８６ 

  ７５．１６円 

７３．４６ 

７１．４７ 

７０．２８ 

６９．４９ 

６９．１９ 

６９．６０ 

７４．８４ 

７６．４４ 

７７．５３ 

７９．７３ 

 

０．２ 

△２．３ 

△２．７ 

 △１．７ 

△１．１ 

△０．４ 

０．６ 

７．５ 

２．１ 

１．４ 

２．８ 

 

３．６ 

△３．０ 

△８．４ 

△１０．８ 

△１１．４ 

△１１．２ 

△９．２ 

△３．９ 

△２．１ 

△１．０ 

△３．０ 

 

                              ＊１リットル当たり 

       北海道における灯油価格の推移 北海道環境生活部                               

                   ℡ ２３１－４１１１（内線２４－１６５） 

年 ４月 ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

2006 

年 

78.0 

 円 

79.8 80.3 80.6 84.2 

 

84.8 82.8 

 

78.3 77.1 76.7 74.3 72.9 

2007     

年 

72.6 

 円 

76.9 78.4 79.8         

            毎月 10 日現在/毎月末日公表   ＊１リットル当たり 
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 資料３ 

 

2 0 0 6 年 度  燃 料 手 当 妥 結状 況 （ 抜 粋） 

     

組合名 妥結額  組合名 妥結額 

日詰工業 90,000  コープさっぽろ 142,000 

北海道モリタ 120,000  ラルズ 90,000 

豊平製鋼 133,000  北海道日野自動車 161,500 

金門製作所 138,600  札幌トヨペット 98,000 

富士鋼材ｾﾝﾀｰ 163,800  北海道ｷﾔﾀﾋﾟﾗｰ三菱 120,000 

札幌ボデー工業 131,400  コマツ北海道 100,800 

日本製粉 185,875  ダイハツ北海道販売 90,000 

キッコーマン 192,000  北海道情報通信建設 181,700 

岩田醸造 100,000  タクマテクノス 120,000 

王子製紙 132,000  北海道道路ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 120,000 

定鉄 119,900  北海道ﾊﾟﾜｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 165,000 

中央バス 176,000  札幌日信電子 178,000 

JR北海道 138,000  北電営配ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 131,770 

北海道中央バス 146,000  元町杉の子保育園 116,800 

北都バス 85,000  丘珠ひばり保育園 116,800 

北海道通運 163,900  北海道住宅管理公社 165,300 

北海道電電輸送 164,000  北海道農業開発協会 176,000 

北海道西濃運輸 99,000  道農都市開発協会 160,000 

北海道電力 160,210  住宅生協 153,300 

北電興行 165,100  シャルセールス 100,000 

北海道電気工事 165,000  新札幌自動車学園 120,000 

北電営配ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 163,210  藻南自動車学校 120,000 

北電総合設計 132,700  白石中央自動車学園 112,000 

北海道学校事務 131,800  公清企業 90,000 
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資料４ 

 

札幌市における世帯区分の内容 

 

  

１．世帯主 

 

１．扶養親族（扶養手当の支給対象者）を有し、自己の収入よって生計を維持してい 

 ると認められる者 

 

２．扶養手当の支給は受けないが、同居する親族を自己の収入によって扶養している

と認められる者 

 

２．準世帯主 

 

１．単身の職員で一戸を構え、又は下宿若しくは間借り等により単独に生計を営む者 

 

２．同居する親族の生計を主として自己の収入によって維持していると認められる者 

  (例)共働きの夫で扶養親族を有しない 

 

３．世帯主に該当するが、市の施設に居住することにより冬季採暖の利益を受けてい 

 る者 

 

４．親族を現実に扶養しているが、世帯主に該当しない者 

  (例)現実に扶養している親族と同居していない者 

 

３．非世帯主 

  

  世帯主、非世帯主及びその他のいずれにも該当しない者 

 

 

 


